
第２回あわら市男女共同参画審議会 

                     

                    日時 令和４年３月 18 日(金) 19:00～  
                    会場 市役所 ３階正庁 
 

 

次  第 

 

 

１ 開 会  

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 報告事項 

 

（１）令和３年度男女共同参画推進状況について（資料１） 

 

 

 

（２）あわら市における審議会等委員への女性登用状況について（資料２） 

 

 

 

４ 協議事項 

 

（１）令和３年度男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について 

（資料３、４） 

 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会 

 

 



氏　名 性別

氏　名

課　　 長 常廣　　由美

課長補佐 炭谷　　祥孝

主　　 事 西郡　　優季

2 副会長 大倉　秀之 男 地域の代表
特別養護老人ホーム　芦原メロン苑施設長
特別養護老人ホーム　湯の町メロン苑施設長

1 会長 北川　恭子 女 知識経験者 前(財)21世紀職業財団　福井事務所長

上野　芳慶

企業関係者

地域の代表

地域の代表

関係団体

企業関係者

委員 知識経験者

摘　　　要

地域の代表

教育関係者

地域の代表 女性消防団、防犯隊員

委員 加藤　由紀

市男女共同参画推進市民会議委員長

委員 丸岡　加津枝

委員 男

女14

12 委員

長谷川　幸子

手塚　和典

4

木下　恵美子

女

男

あわら市男女共同参画審議会委員名列

　　<50音順　敬称略>

区分

任期：令和３年４月1日から令和5年３月31日まで

委員3

市男女共同参画ﾈｯﾄﾜｰｸ会長

女

温泉地区区長連絡協議会副会長男

地域の代表

女

男

男

レンゴー㈱総務部長

女

女

関係団体

10

佐藤　康裕

委員 土成　眞知子

委員

委員

髙橋　浩一

7

委員 北川　邦子

坂井健康福祉センター　次長

(株)金津村田製作所事務課シニアマネージャー

5

教育関係者

11

13

川瀬　甚貴

6

8 委員

市民協働課事　務　局

区　分 役　職

市校長会代表（細呂木小学校校長）

細呂木小学校ＰＴＡ副会長

9 委員 清水　康弘 男
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○あわら市男女共同参画審議会規則 

令和２年３月27日 

規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、あわら市附属機関設置条例（令和元年あわら市条例第24号）

第３条の規定に基づき、あわら市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（担任事務） 

第２条 審議会は、あわら市附属機関設置条例第２条第２項に定める担任事務のほ

か、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。 

(1) あわら市男女共同参画推進条例（平成19年あわら市条例第19号）第９条第１

項に規定する基本計画に関する事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する基本的な事項 

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 教育関係者 

(2) 企業関係者 

(3) 地域の代表者 

(4) 関係団体の代表者 

(5) 知識経験を有する者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

３ 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４未満であってはならな

い。 

４ 審議会に、男女共同参画の推進に関する特別の事項又は専門的な分野について

調査研究を行うため、専門部会を置くことができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

yu-nishikori
タイプライタ
３



 

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会に関する庶務は、創造戦略部市民協働課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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            　　 　　資料１

<表１　庁内活動状況>

月日 事業名 摘要

年間 男女共同参画広報活動

年間 男女共同参画啓発活動

 5/ 7(金) 男女共同参画の推進に関する実施計画入力 入力期間：5/7(金)～5/26(水)

 6/ 1(火) 男女共同参画月間キャンペーン(ポスター掲示）
掲示期間：6/1(火)～6/30（水）
掲示場所：あわら市役所1階・2階・食堂掲示板

 6/16(水) あわら市男女共同参画行政推進会議（第1回）　　

 7/ 2(金) 審議会等への女性委員の登用促進 令和６年度末までに30％目標

11/19(金)

職員研修（男女パートナーシップ講座）
　　講師：NPO法人おっとふぁーざー
　　　　　代表理事　舘　直宏　氏
　　演題：育児休業、取ってもいいですか？

参加人数：156人
（対象：GL以下職員※再任用・会計年度任用職員を除く）

12/12(日)

第18回あわら男女共同参画のつどい
　・表彰
　・講演会
　　講師：NPO法人おっとふぁーざー
　　　　　代表理事　舘　直宏　氏
　　演題：子育て・家事で長寿になれる秘訣
　　　　　～新婚時代から始まる男女共同参画～

主　　催：あわら市
　　　　　あわら市男女共同参画ネットワーク
場　　所：中央公民館
参加者数：181人

12/12(日) 感謝状・図画作品展示
展示期間：12/12(日)～12/24(金)
展示場所：中央公民館
図画応募点数：99点、感謝状応募点数：1169点

12/23(木）推進計画に基づく施策の実施状況入力 入力期間：12/23(木）～1/28（金）

 1/19(水) 感謝状・図画作品展示
展示期間：1/19(水)～2/3(木)
展示場所：湯のまち公民館
図画応募点数：99点、感謝状応募点数：1169点

 2/16(水）あわら市男女共同参画行政推進会議（第2回）

 3月下旬 審議会等への女性委員の登用促進 令和６年度末までに30％目標

<表２　市男女共同参画審議会活動状況>

月日 事業名 摘要

 6/25(金）あわら市男女共同参画審議会（第1回）

3/18(金) あわら市男女共同参画審議会（第2回）

令和３年度　あわら市男女共同参画推進状況
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<表３　市男女共同参画推進市民会議活動状況>

月日 事業名 摘要

 5/31(月) あわら市男女共同参画推進市民会議（第1回）

 6/ 3(木) 男女共同参画月間における啓発活動
あわら市男女共同参画推進市民会議推
進委員に啓発物の送付

 8/31(火) あわら市男女共同参画推進市民会議（第2回）　　

10/ 5(火) あわら市男女共同参画推進市民会議（企業訪問） 訪問先：すててこ株式会社

10/13(水) 女性に対する暴力をなくす運動（11/12～11/25）における啓発活動
あわら市男女共同参画推進市民会議推
進委員に啓発物の送付

11/ 6(土）あわら市男女共同参画推進市民会議（出前教室）
場所：細呂木こども園
参加者数：８人

11/25(木) あわら市男女共同参画推進市民会議（つどい）

12/12(日) 第18回あわら男女共同参画のつどい
市民会議啓発企画
「感謝状・図画作品入賞者にインタビュー！」

<表４　市男女共同参画ネットワーク活動状況>

 6/ 8(火) あわら市男女共同参画ネットワーク理事会（第1回）

 6/19(土) ふくいきらめきフェスティバル
場所：福井県生活学習館　ユー・アイふくい
参加者数：13人

 9/21(火) あわら市男女共同参画ネットワーク理事会（第2回）

 9/28(火) 市民大学講座

テ ー マ：『なぜかいつもうまくいく人』には
          ワケがある！
場    所：中央公民館
参加者数：７人

10/18(月) 市長ふれあいトーク 参加者数：10人

11/17(水) 視察交流会（大野男女共同参画ネットワーク）
場    所：大野市生涯学習センター
　　    　学びの里めいりん
参加者数：８名

12/ 2(木) あわら市男女共同参画ネットワーク理事会（第3回）

12/ 8(水) 市議会傍聴 参加者数：６人

12/12(日) 第18回あわら男女共同参画のつどい

主　　催：あわら市
　　　　　あわら市男女共同参画ネットワーク
場    所：中央公民館
参加者数：181人

12/12(日) 感謝状・図画作品展示
展示期間：12/12(日)～12/24(金)
展示場所：中央公民館
図画応募点数：99点、感謝状応募点数：1169点

 1/19(水) 感謝状・図画作品展示
展示期間：1/19(水)～2/3(木)
展示場所：湯のまち公民館
図画応募点数：99点、感謝状応募点数：1169点

 2/10(木) あわら市男女共同参画ネットワーク理事会（広報部会）

 3/ 8(火) 市議会傍聴 参加者数：４人

 3/15(火）広報紙発行（委託事業）
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資料２(1/3) 

割合
Ⓑ/Ⓐ

Ⅰ
地方自治法第180条の５に基づ
く委員会及び委員

32 18.8% 6

Ⅱ
地方自治法第202条の３に基づ
く委員会

355 30.1% 30

Ⅲ 要綱・規程等に基づく委員会 111 36.0% 7

合計 498 30.7% 43

割合
Ⓑ/Ⓐ

監査委員    　  (市議会議員) 2年 R3.7.1 - R5.6.30

(見識を有する者) 4年 R1.12.2 - R5.12.1

2 選挙管理委員会 4（ 0 ） 0 0.0% 4年 R2.6.8 - R6.6.7 総務課
（議会事務局）

地方自治法第181条 あわら市選挙管理委員会規程

3 公平委員会 3（ 0 ） 1 33.3% 4年 R2.5.11 - R6.5.10 監査委員事務局 地方公務員法第７条 あわら市公平委員会設置条例

4 固定資産評価審査委員会 3（ 0 ） 1 33.3% 3年 R1.5.11 - R4.5.10 監査委員事務局 地方税法第423条　あわら市固定資産評価審査委員会条例

5 農業委員会 16（ 0 ） 2 12.5% 3年 R1.7.1 - R4.6.30 農林水産課 農業委員会等に関する法律第３条 あわら市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例

H30.5.12 - R4.5.11

R1.5.12 - R5.5.11

R3.5.12 - R7.5.11

R2.5.12 - R6.5.11

小計 32（ 0 ） 6 18.8%

あわら市における審議会等委員への女性登用状況表(区分毎)

目標　女性委員を30％超とする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年１月１日現在

No 審議会等
全委
員Ⓐ

うち女性委員
審議会

数
説   明現委員数

Ⓑ

6
  市の執行機関として、地方自治法第180条の５に基づき設置される委員会及び委員。〔教育委員会､選挙管
理委員会､公平委員会､監査委員､農業委員会､固定資産評価審査委員会〕

107
　市の附属機関として法律、政令又は条例の定めるところにより設置され、その担当する事項について調
停、審査、審議、又は調査を行う機関。（地方自治法第202条の３）

40
　市の付属機関として、市の要綱､規程等に基づき設置され、その担当する事項について調停、審査、審議、
又は調査を行う機関（ごみ減量等推進員、食生活改善推進員等は除く）

Ⅰ✪地方自治法第180条の５に基づく委員会及び委員

No 審議会等
全委
員Ⓐ

うち
充て職
による
委員数

うち女性委員

任期 担当課 関係法令現委員数
Ⓑ

期　間

2（ 0 ）

153

0→0 0.0% 監査委員事務局 地方自治法第195条　あわら市監査委員条例

6 教育委員会 4（ 0 ） 2→2 50.0% 4年 教育総務課 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２条

1



割合
Ⓑ/Ⓐ

1 情報公開・個人情報保護審査会 5（ 0 ） 0 0.0% 2年 R2.5.1 - R4.4.30 総務課 あわら市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

2 行政不服審査会 5（ 0 ） 1 20.0% 2年 R2.5.1 - R4.4.30 総務課 あわら市行政不服審査会条例

3 防災会議 19（ 3 ） 2 10.5% 2年 R2.7.1 - R4.6.30 総務課 あわら市防災会議条例

4 安全安心まちづくり委員会 14（ 14 ） 4 28.6% 2年 R3.3.1 - R5.2.28 総務課 あわら市附属機関設置条例

5 行政評価外部評価委員会 8 ( 7 ) 3 37.5% 2年 R2.4.1 R4.3.31 政策広報課 あわら市附属機関設置条例

6 地域ブランド戦略会議 12 ( 11 ) 0 0.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 政策広報課 あわら市附属機関設置条例

7 まち・ひと・しごと創生推進会議 16 ( 14 ) 0 0.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 政策広報課 あわら市附属機関設置条例

8 男女共同参画審議会 14 ( 6 ） 7 50.0% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 市民協働課 あわら市附属機関設置条例

9 空家等対策協議会 14（ 14 ） 1→2 14.3% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 市民協働課 あわら市空家等対策協議会条例

10 国民健康保険運営協議会 12（ 8 ） 4 33.3% 3年 R3.4.1 - R6.3.31 市民課 国民健康保険法第11条第１項 あわら市国民健康保険条例

11 環境審議会 13（ 7 ） 1 7.7% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 生活環境課 環境基本法第44条　あわら市環境基本条例

12 地域公共交通会議 27（ 27 ） 2 7.4% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 生活環境課 あわら市附属機関設置条例

13 老人ホーム入所判定委員会 5（ 5 ） 0 0.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 健康長寿課 あわら市附属機関設置条例

14 子ども・子育て会議 11（ 6 ） 7 63.6% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 子育て支援課 あわら市子ども・子育て会議条例

15 予防接種健康被害調査委員会 5（ 5 ） 1 20.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 健康長寿課 あわら市附属機関設置条例

16 食育推進会議 17（ 17 ） 10 58.8% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 健康長寿課 あわら市食育推進会議条例

17 農業者労働災害共済運営審査委員会 9（ 5 ） 2 22.2% 3年 R3.4.1 - R6.3.31 農林水産課 あわら市附属機関設置条例

18 都市計画審議会 11（ 7 ） 2 18.2% 2年 R2.7.10 - R4.7.9 建設課 都市計画法第77条の２第１項 あわら市都市計画審議会条例

19 景観審議会 10（ 5 ） 1→3 30.0% 2年 R3.8.1 - R5.7.31 建設課 あわら市景観条例
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割合
Ⓑ/Ⓐ

20 民生委員推薦会 13（ 13 ） 4 30.8% 3年 R1.7.8 - R4.7.7 福祉課 民生委員法第８条第２項 あわら市民生委員推薦会規則

21 教育支援委員会 19（ 19 ） 14 73.7% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 教育総務課 あわら市附属機関設置条例

22 学校給食センター運営委員会 12（ 8 ） 6 50.0% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 教育総務課 あわら市附属機関設置条例

23 文化財保護委員会 7（ 0 ） 1 14.3% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 文化学習課 あわら市文化財保護条例

24 社会教育委員 14（ 10 ） 5→6 42.9% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 文化学習課 社会教育法第15条第１項 あわら市社会教育委員設置条例

25 図書館協議会 10（ 4 ） 6→7 70.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 文化学習課 図書館法第14条第１項 あわら市図書館条例

26 公民館運営審議会 8（ 8 ） 4 50.0% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 文化学習課 あわら市公民館条例

27 郷土歴史資料館運営協議会 7（ 0 ） 3 42.9% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 文化学習課 あわら市附属機関設置条例

28 スポーツ推進審議会 12（ 6 ） 2 16.7% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 スポーツ課 スポーツ基本法第31条 あわら市スポーツ推進審議会条例

29 スポーツ推進委員 24 ( 0 ) 9 37.5% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 スポーツ課
スポーツ基本法第32条第１項　あわら市スポーツ推進委員に関する規
則

30 住居表示審議会 2（ 2 ） 0 0.0% 1年 R3.4.1 - R4.3.31 市民課 あわら市住居表示審議会規則

小計 355（ 231 ） 107 30.1%

割合
Ⓑ/Ⓐ

1 男女共同参画推進市民会議 15 ( 0 ) 6 40.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 市民協働課 あわら市男女共同参画推進市民会議設置規程

2 要保護児童対策地域協議会 18 ( 18 ) 6 33.3% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 子育て支援課 要保護児童対策地域協議会設置要綱

3 高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク運営委員会 18 ( 16 ) 5 27.8% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 健康長寿課 あわら市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議設置要綱

4 地域ケア推進会議 12 ( 12 ) 6 50.0% 2年 R3.4.1 - R5.3.31 健康長寿課 あわら市地域ケア推進会議要綱

5 少年愛護センター運営委員会 21 ( 21 ) 2 9.5% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 文化学習課
あわら市少年愛護センター補導員及び少年愛護セン
ター運営委員会要綱

6 母子保健推進員 11 ( 0 ) 11 100.0% 2年 R2.4.1 - R4.3.31 子育て支援課 あわら市母子保健推進員要綱

7 あわら市自転車活用推進委員会 16 ( 8 ) 新　4 25.0% 1年 R3.7.1 - R4.6.30 建設課 あわら市自転車活用推進委員会設置要綱

小計 111（ 75 ) 40 36.0%

※「充て職による委員」には設置規則等に定められているもののほか、運用上慣習としてある特定の職から毎回委員を選任しているものも含めます。
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                                       資料 3（1/2） 

                        

              

男女共同参画の推進に関する施策の実施状況取りまとめ集計表 

 
【達成度】Ａ＝かなり進んでいる･･･男女共同参画の視点できちんと位置づけ取り組むことができた 

     Ｂ＝ある程度は進んでいる･･･男女共同参画の視点でおおむね取り組むことができた 

     Ｃ＝あまり進んでいない ･･･男女共同参画の視点が弱く、一部しか取り組めなかった 

     Ｄ＝全く進んでいない･･･事業を実施しなかった 

 

重点目標１ 家庭・地域での習慣・しきたりの見直し及び意識の改革 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  計 

Ｒ2 評価 4 44.4％ 1 11.1％ 3 33.3％ 1 11.1％ 9 

Ｒ3 評価 3 33.3％ 4 44.4％ 2 22.2％ 0 0.0％ 9 

 

重点目標２ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 2 28.5％ 5 71.4％ 0 0.0％ 0 0.0％ 7 

Ｒ3 評価 3 42.8％ 3 42.8％ 1 14.2％ 0 0.0％ 7 

 

重点目標３ 多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  計 

Ｒ2 評価 2 60.0％ 2 40.0％ 0 0.0％ 1 20.0％ 5 

Ｒ3 評価 2 40.0％ 1 20.0％ 1 20.0％ 1 20.0％ 5 

 

重点目標４ 職場における男女の均等な機会と待遇の確保 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 5 83.3％ 1 16.6％ 0 0.0％ 0 0.0％ 6 

Ｒ3 評価 4 66.6％ 1 16.6％ 1 16.6％ 0 0.0％ 6 

 

重点目標５ 女性の起業等に対する支援 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 3 60.0％ 2 40.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 5 

Ｒ3 評価 2 40.0％ 2 40.0％ 1 20.0％ 0 0.0％ 5 
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重点目標６ 男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援  

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 4 57.1％ 3 42.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 7 

Ｒ3 評価 4 57.1％ 3 42.8％ 0 0.0％ 0 0.0％ 7 

 

重点目標７ 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ  計 

Ｒ2 評価 4 66.6％ 2 33.3％ 0 0.0％ 0 0.0％ 6 

Ｒ3 評価 4 66.6％ 1 16.6％ 1 16.6％ 0 0.0％ 6 

 

重点目標８ 男女が共に思いやる健康づくり 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 3 50.0％ 0 0.0％ 3 50.0％ 0 0.0％ 6 

Ｒ3 評価 3 50.0％ 0 0.0％ 3 50.0％ 0 0.0％ 6 

 

重点目標９ 誰もが安心して暮らせる環境の整備 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 3 60.0％ 2 40.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 5 

Ｒ3 評価 1 20.0％ 2 40.0％ 1 20.0％ 1 20.0％ 5 

 

重点目標 10 男女共同参画の視点に立った防災及び防犯活動の推進 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 2 50.0％ 1 25.0％ 1 25.0％ 0 0.0％ 4 

Ｒ3 評価 1 25.0％ 2 50.0％ 1 25.0％ 0 0.0％ 4 

 

全体 

   Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ   計 

Ｒ2 評価 32 53.3％ 19 31.6％ 7 11.6％ 2 3.3％ 60 

Ｒ3 評価 27 45.0％ 19 31.6％ 12 20.0％ 2 3.3％ 60 

 


